
○ 複数の都道府県にまたがる事務のうち社会資本整備以外の事務については、
その多くが情報の共有により各都道府県ごとに実施することが可能。

○ 都道府県間の調整を要する事務や複数の都道府県にまたがる社会資本整備については、
広域連合又は協議会（自治法上又は任意）の設置により対応可能と考えられる。
（大半の事務は協議会の設置により対応可能）

○ 協議会は個別課題への機動的な対応が可能であり、広域連合は包括的な事務の処理に適している。
こうした特性を踏まえ、移管事務にふさわしい広域連携の仕組みを選択する必要がある。

■ 複数県域にわたる主な事務の例

１

広域連携の仕組み等について

資料３

複数都道府県にまたがる国道の整備・管理

実施する事業は都道府県で
完結すると考えられる

ケース１移管事務は単独の都道府県で受け入れ、
都道府県間の連絡調整は協議会で対応。

複数都府県にまたがる河川の整備・管理

責任所在の明確化､住民不安解消の面で
法人格を持ちガバナンスの仕組みも備えた
広域連合が望ましいが、協議会による対応
も可能と考えられる。

ケース２
治水・利水にかかる上下流の利害調整や
大規模災害への対応などの課題がある

事業が複数都府県に及ぶ事業者の許認可・処分等

関係都道府県間の情報共有や、
域外権限の付与による対応等が考えられる。

ケース３複数都道府県にまたがる広域的事案への
迅速・的確な対応を図る仕組みが必要



○ 複数都道府県にまたがる事務の受入体制の例

ケース１ 複数都道府県にまたがる直轄国道の整備・管理

現在の状況

Ａ県 ａ政令市 Ｂ県 Ｃ県 ｃ政令市 Ｄ県

Ａ国道事務所 Ｂ国道事務所

Ａ県 ａ政令市 Ｂ県 Ｃ県 ｃ政令市 Ｄ県原則として各都道府県
ごとに管理

○ 幹線道路の整備計画の策定
○ 事業実施箇所の優先順位づけ
○ 交通情勢調査の実施 効率的な事業執行

一体的な整備・管理

移管後

協議会で計画・事業等を
調整しながら、
各都県市が事業執行

国道事務所が管理

直轄国道

ケース２ 複数都道府県にまたがる河川の整備・管理

原則として都道府県ごとに管理

Ａ県 Ｂ県

Ａ川上流河川事務所 Ａ川下流河川事務所

Ａ県 Ｂ県

Ａ県

県内流域の一体的
管理が可能に

現在の状況

移管後

広域連合又は協議会の設置

○ 治水・利水面の上下流利害調整（ダムの設置など）や大規模災害対応等の課題があるため、

責任の所在を明らかにし､住民不安を解消する意味では、法人格を持ちガバナンスの仕組み
を備えた広域連合が望ましいが、協議会による対応でも可能と考えられる。

国河川事務所と都道府県が管理

一級河川
Ａ川

２

Ｄ国道事務所Ｃ国道事務所

協 議 会 の 設 置



ケース３ 事業範囲が複数都道府県にまたがる事業者の許認可・処分等

許認可

検査・処分

Ａ県 Ｂ県 Ｃ県 Ｄ県

事業者の活動範囲

本
社

国の出先機関

①
申
請

②
許
可

Ａ県に本社のある事業者がＡ～Ｄ県で活動して
いる場合、国の出先機関に許可申請。

現在の状況

③周知

国の出先機関

Ａ県 Ｂ県 Ｃ県 Ｄ県

事業者の活動範囲

本
社

②立入検査
・処分

①通報

事案
発生

②立入検査
・処分

Ｃ 県

①通報

Ａ県 Ｂ県 Ｃ県 Ｄ県

事業者の活動範囲

３

Ａ県に本社のある事業者はＡ県に許可申請。
Ａ県が許可した旨をＢ・Ｃ・Ｄ県間で情報共有。

事務移管後

Ａ県 Ｂ県 Ｃ県 Ｄ県

事業者の活動範囲

本
社

Ａ県

①
申
請

②
許
可

Ｂ県 Ｃ県 Ｄ県

Ａ県に本社のある事業者がＣ県で不正行為をした
場合、国の出先機関が立入検査・処分。

現在の状況

事案
発生本

社

事案が発生したＣ県がＡ県の本社に立入検査・処分。

事務移管後 域外権限を付与

事
業
所

事
業
所

事
業
所

事
業
所

事
業
所

事
業
所

事
業
所

事
業
所

事
業
所

事
業
所


